
 

１１８ 

８ 議案第７９号関係 

おいらせ町立児童館条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現 行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 児童館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

第２条 児童館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称（おいらせ町立） 位置 

木内々児童センター 

ひまわり館 

おいらせ町染屋71番地 

木ノ下児童センター 

みらい館 

おいらせ町青葉二丁目50番

地72 
 

名称（おいらせ町立） 位置 

向山児童館 おいらせ町向山三丁目3番地

373 

木内々児童センター 

ひまわり館 

おいらせ町染屋71番地 

木ノ下児童センター 

みらい館 

おいらせ町青葉二丁目50番

地72 
 

 


